
○流山市商業振興共同施設設置等事業費補助金交付要綱 

昭和５４年４月１日 

告示第１６号 

改正 昭和５６年９月１日告示第４８号 

昭和５７年４月１日告示第２５号 

昭和６１年３月３１日告示第３５号 

昭和６３年４月１日告示第５５号 

平成２年１１月３０日告示第１９５号 

平成３年１０月２日告示第１９４号 

平成１７年３月３１日告示第６５号 

平成２０年１２月２４日告示第２１４号 

平成２２年６月２８日告示第１００号 

平成２８年３月４日告示第１５号 

平成２８年１１月２５日告示第１２０号 

平成３０年３月２日告示第１８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、商業環境の整備によって商業の振興及び市民の利

便の向上に寄与するため、商業団体が実施する商業振興共同施設設置

等事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、流山市補助金等

交付規則（昭和４２年流山市規則第１４号。以下「規則」という。）

に基づき、当該商業団体に補助金を交付するために必要な事項を定め

るものとする。 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）商業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律

第１８５号）第３条第１項の規定による中小企業団体、商店街振興

組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づく商店街振興組合並び

に会則及び予算を有する任意の団体（市長の認めるものに限る。）

をいう。 

（２）共同経済事業 売出し、朝市その他の商業団体が行う販売促進

のための事業をいう。 

（３）商業振興共同施設 アーケード、アーチ、片袖アーチ（２基を



もって一対とする。）、街路灯、防犯カメラ（補助対象者が作成す

るプライバシー保護に関する事項を規定した防犯カメラ設置運用規

約等（以下「防犯カメラ設置運用規約等」という。）に基づき設置

するものに限る。）、駐車場、駐輪場、カラー舗装道路その他市長

が必要と認める施設をいう。 

（４）商業振興共同施設設置等事業 商業振興共同施設の設置（増設

又は改造を含む。以下同じ。）、補修、移設又は撤去（撤去した後、

同じ場所に商業振興共同施設を新たに設置する場合に限る。以下同

じ。）の工事を行う事業（国又は県の指定に係る事業を除く。）を

いう。 

２ 前項第３号に規定する防犯カメラ設置運用規約等は、市長が別に定

める標準的な防犯カメラ設置運用規約と整合がとれていなければなら

ない。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象者は、市内で商業振興共同施設設置等事業（以下「設

置等事業」という。）を行い、かつ、共同経済事業を行う商業団体と

する。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象経費は、設置等事業に係る工事費（撤去については、

廃棄処分に係る経費は含まない。以下「工事費」という。）とする。

ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる商業振興共同施設の種類

に応じ、同表の右欄に掲げる額の合計額とし、その額が１，０００万

円を超えるときは、１，０００万円とする。 

商業振興共同施設

の種類 

補助金の額 

街路灯（国からの

補助金を受けてい

る商店会が管理す

るものに限る。） 

当該補助対象経費（補修に係る工事費に限る。）の１

０分の３以内の額とし、１基当たり補助限度額を５万

円とする。 

防犯カメラ 当該補助対象経費の３分の１（補修、移設又は撤去に



ついては、１０分の３）以内の額とし、１基当たり補

助限度額を８万円（補修、移設又は撤去については、

５万円）とする。 

アーチ 当該補助対象経費の３分の１（補修、移設又は撤去に

ついては、１０分の３）以内の額とし、補助限度額を

１２５万円（補修、移設又は撤去については、４０万

円）とする。 

片袖アーチ（国か

らの補助金を受け

ている商店会が管

理するものに限

る。） 

一対当たりの補助対象経費（補修に係る工事費に限

る。）の１０分の３以内の額とし、補助限度額を４０

万円とする。ただし、１基で設置する場合は、当該１

基当たりの補助対象経費の１０分の３以内の額とし、

補助限度額を２０万円とする。 

アーケード 当該補助対象経費（全蓋式アーケードの１平方メート

ル当たりの工事費が１５万円を超える場合は、１５万

円とし、全蓋式アーケード以外のアーケードの１平方

メートル当たりの工事費が１０万円を超える場合に

は、１０万円とする。）の３分の１（補修又は撤去に

ついては、１０分の３）以内の額 

駐車場又は駐輪場 当該補助対象経費の３分の１（補修又は撤去について

は、１０分の３）以内の額 

カラー舗装道路 当該補助対象経費の３分の１（補修又は撤去について

は、１０分の３）以内の額 

その他市長が必要

と認める施設 

その都度市長が定める額 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるときは、その端数は切り捨てるものとする。 

（交付の制限） 

第５条の２ この要綱に基づき設置に係る補助金の交付を受けた商業振

興共同施設については、当該設置に係る事業の完了後１０年（補修又

は移設については、５年）以内に当該商業振興共同施設を補修し、移

設し、若しくは撤去する場合又はその用途を廃止し、かつ、新たに商

業振興共同施設の設置を行う場合については、補助金を交付しない。



ただし、災害その他特別の事由により市長が必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

（事前協議） 

第６条 補助金の交付を受けようとするものは、設置等事業を行う前年

に流山市商業振興共同施設設置等事前協議書（別記第１号様式）を提

出し、その事業計画について市長と協議しなければならない。 

（申請） 

第７条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者

は、設置等事業を行う前に、流山市商業振興共同施設設置等事業費補

助金交付申請書（別記第２号様式）に次に掲げる書類及び図面を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書、工事設計見積書の写し、工事仕様書及び工事請負

契約書（案） 

（２）流山市商業振興共同施設設置等内訳書（別記第３号様式） 

（３）位置図 

（４）収支予算書 

（５）商業団体の定款又は規約等及び構成員名簿 

（６）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、道路法（昭和２７

年法律第１８０号）その他関係法令に基づく確認、許可等を受ける

必要のある場合は、それらを受けたことを証する書面（駐車場又は

駐輪場の設置に係る土地の賃貸借契約書の写しを含む。） 

（７）防犯カメラを設置する場合にあっては、防犯カメラ設置運用規

約等 

（８）その他市長が必要と認めるもの 

（補助金の交付条件） 

第８条 規則第５条第１項第６号の規定により付する条件は、次に掲げ

るとおりとする。 

（１）商業振興共同施設のうち駐車場及び駐輪場については、５年以

上顧客の利用に供するものであること。 

（２）商業振興共同施設の撤去により生じた廃棄物を適正に処理する

こと。 

（決定の通知） 

第９条 規則第６条の規定による通知は、流山市商業振興共同施設設置



等事業費補助金交付決定（申請却下）通知書（別記第４号様式）によ

り行うものとする。 

（変更承認等） 

第１０条 規則第５条第１項各号の規定による承認又は指示を受けよう

とする者は、流山市商業振興共同施設設置等事業変更承認等申請書（別

記第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（変更交付決定の通知） 

第１１条 前条の規定により、変更等の申請があったときは、その内容

を審査し、可否を決定し、流山市商業振興共同施設設置等事業費補助

金変更等決定（申請却下）通知書（別記第６号様式）により、当該申

請に係る者に通知するものとする。 

（実績の報告） 

第１２条 規則第１２条の規定による報告は、流山市商業振興共同施設

設置等事業実績報告書（別記第７号様式）に次に掲げる書類等を添え

て行わなければならない。 

（１）流山市商業振興共同施設設置等内訳書 

（２）収支決算書 

（３）工事請負契約書の写し 

（４）工事完成写真 

（５）その他市長が必要と認めるもの 

（確定の通知） 

第１３条 規則第１４条の規定による通知は、流山市商業振興共同施設

設置等事業費補助金交付確定通知書（別記第８号様式）により行うも

のとする。 

（交付の請求） 

第１４条 規則第１５条の規定による提出は、流山市商業振興共同施設

設置等事業費補助金交付請求書（別記第９号様式）により行わなけれ

ばならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（街路灯に係る補助金の額の特例） 

２ 平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に実施する



商業振興共同施設設置等事業（撤去を除く。）であって、街路灯に係

るものの補助金の額については、第５条の表の規定にかかわらず、当

該補助対象経費の２分の１以内の額とし、１基当たりの補助限度額を

１２万円とする。 

附 則（昭和５６年９月１日告示第４８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（昭和５７年４月１日告示第２５号） 

この告示は、昭和５７年４月１日から施行し、昭和５７年度予算に係

る補助金から適用する。 

附 則（昭和６１年３月３１日告示第３５号） 

この告示は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年４月１日告示第５５号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２年１１月３０日告示第１９５号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の流山市商業振興共同施設

設置事業費補助金交付要綱の規定は、平成２年４月１日から適用する。 

附 則（平成３年１０月２日告示第１９４号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の流山市商業振興共同施設

設置事業費補助金交付要綱の規定は、平成３年４月１日から適用する。 

附 則（平成１７年３月３１日告示第６５号） 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２４日告示第２１４号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２８日告示第１００号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の流山市商業振興共同施設設置等事業費補助

金交付要綱の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の申請に係る設置等事業に対する補助金について適用し、施行日

前に係る設置等事業に対する補助金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月４日告示第１５号抄） 

（施行期日） 



１ この告示は、公示の日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の流山市商業振興共同施設設置等事業費

補助金交付要綱の規定は、平成２９年度分の予算に係る補助金から適

用し、平成２８年度分までの予算に係る補助金については、なお従前

の例による。 

附 則（平成２８年１１月２５日告示第１２０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（適用） 

２ この告示による改正後の流山市商業振興共同施設設置等事業費補助

金交付要綱の規定は、平成２９年度分の予算に係る補助金から適用し、

平成２８年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成３０年３月２日告示第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ 第１条の規定による改正後の流山市商業振興共同施設設置等事業費

補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に行った商業振興共同施設の設置等について適用し、同日

前に行った商業振興共同施設の設置等については、なお従前の例によ

る。 



別記 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第７条、第１２条関係） 

第４号様式（第９条関係） 

第５号様式（第１０条関係） 

第６号様式（第１１条関係） 

第７号様式（第１２条関係） 

第８号様式（第１３条関係） 

第９号様式（第１４条関係） 

 


